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（問８７）訪問通所サービスにかかる加算等の届出については、毎月１５

日までに行われれば翌月から算定とのルールを、今年の３月に限り

２５日までとする特例が設けられたが、特例があってもなお、届出

が間に合わないことが懸念されることから、さらなる特例措置等の

配慮がなされるべきではないか。 

（答） 
１ 今年の３月に限り、訪問通所サービスにかかる加算の届出が２５日ま

でになされれば、翌月から算定することができるとの特例をさらに延長す

ることについては、 
① そもそも、加算等の届出を毎月１５日までとしている趣旨が、居宅介

護支援事業所や利用者への周知期間のためであり、ある程度の周知期

間が必要であること 
② 利用者の立場に立てば、当然に、あらかじめ、限度額や利用者負担額

への影響も含めたサービス内容についての説明を受ける権利があり、

利用者が納得の上でのサービスでなければならないこと 
等、適切なケアマネジメントという観点から、困難であると考えている。 

 
２ ただし、加算にかかるサービスを適切に提供しているにもかかわらず、

届出が間に合わず、加算を算定できないということも、適正な事業運営に

とって支障を来し、ひいては、利用者に対するサービス提供にも支障を来

すことが懸念される。 
 
３ そこで、４月１日から加算の対象となるサービス提供が適切になされ

ているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、４

月中に届出が受理された場合に限り、受理された時点で、ケアプランを見

直し、見直し後のプランに対して、利用者の同意が得られれば、４月１日

にさかのぼって、加算を算定できることとする扱いとされたい。 
 
４ なお、混乱を避けるため、その場合であっても、事業者は、利用者に

対し、ケアプランが事後的に変更され、加算がさかのぼって算定される可

能性があることを、あらかじめ説明しておくことが望ましい。 

 


